
第５章 

人が輝く心豊かなまちづくり 

14 意欲のある人づくり 

15 家庭や地域社会の教育力の向上 

16 多彩な芸術文化とスポーツの振興
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【現 状】 

近年の少子化・核家族化の進行や女性の社会進出の増大等によって社会環境が大きく変化し、幼児 

期に身につけるべき自制心や規範意識が育ちにくい状況があります。また、地域において一緒に遊ぶ 

ことができる子どもの減少や家庭・地域社会の教育力の低下などの問題が指摘されています。 

【課 題】 

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であり、家庭・地域・幼稚園・保育園・小学校 

が十分な連携をとりながら、幼児一人ひとりの健やかな成長を促していくことが大切です。 

このため、就学前教育の充実にあたっては、地域社会の固有の教育条件を生かした創意あふれる教 

育活動を展開し、集団生活の中で人・物・事とのかかわりを通して、幼児期に身につけるべき自制心 

や規範意識を育てる教育を実現する必要があります。また、小学校との間で円滑な移行・接続を図る 

観点に立って、幼稚園・保育園と小学校の連携を推進するとともに、幼稚園と保育園がそれぞれの目 

的や役割を果たしながら相互の連携を推進していくことも必要となっています。 

幼稚園・保育園の状況（平成 18 年 4 月現在） 

区 分 園 数 園児数 

幼 稚 園 ７ 710 人 

保 育 園 17 1,314 人 

14 意欲のある人づくり 

生涯にわたる望ましい人間形成の基礎を培うため、幼児教育の充実を図るとともに、家庭・地域・ 

幼稚園・保育園・小学校が相互に連携し、幼児が心身ともに健やかに育つ環境づくりを進めます。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(１) 幼児教育の充実 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

幼稚園と小学校の年間交流回 

数 
７幼稚園の合計回数 H18 年度 ６回 → ９回 

保育園と小学校の年間交流回 

数 
17 保育園の合計回数 H18 年度 20 回 → 34 回
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① 幼児教育活動の充実 

●施策内容 
家庭や地域において幼児教育に関する理 

解を深め、幼稚園・保育園への就園を促進す 
るとともに、幼稚園・保育園と小学校の連携 
を推進します。 

●主な取り組み 
・研修会、教育相談の開催 
・リーフレット等の作成 
・地域の伝統行事、イベント等への参加 
・幼稚園・保育園と小学校の交流 

施 施策 策展 展開 開 

① 幼児教育活動の充実 (１) 幼児教育の充実 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり 

② 教職員の資質及び専門性の向上 

●施策内容 
幼稚園・保育園・小学校間の相互理解を図 

り、教職員の資質及び専門性の向上を推進し 
ます。 

●主な取り組み 
・園内研修の充実 
・研修会、研修講座への参加推進 
・幼稚園・保育園・小学校教職員合同研修 

会への参加推進 

② 教職員の資質及び専門性の向上
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【現 状】 

市内の小・中学校の児童生徒数は、平成 18 年（2006 年）現在、5,527 名で、緩やかな減少傾向が続 

いています。このような少子化が進む中、学校教育は生涯学習の基礎を培う場として、確かな学力と 

豊かな心、たくましい体の育成を目指す教育を一層充実する必要があります。しかしながら、学校を 

取り巻く環境は、子どもたちの規範意識や自立心の低下、社会性の欠如、いじめ、不登校、学力や体 

力の低下などの問題が憂慮すべき状況にあります。 

【課 題】 

学校を取り巻く憂慮すべき状況に対応するため、学校の教育力の向上とともに、学校と地域、家庭 

が連携、協力して、一体となって教育を進めることが大切です。このため、学校施設は、市民に開か 

れた多機能な地域の拠点施設として開かれた学校づくりを進めるとともに、学校と地域、家庭で子ど 

もたちが健やかに育つ、信頼される学校をつくることが課題です。 

また、児童生徒の学力の向上や規範意識の向上が求められています。 

小学校・中学校の状況（平成 18 年 5 月現在） 

区 分 学校数 学級数 児童・生徒数 

小学校 13 132 3,710 人 

中学校 ７ 62 1,817 人 

14 意欲のある人づくり 

学校教育は、生涯学習の基礎を培う場であると認識し、確かな学力と豊かな心、たくましい体の育 

成を図り、生きる力を育むことを目指します。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(２) 義務教育の充実 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

不登校児童・生徒 ※ の割合 
（1000 人当たり） 

不登校児童・生徒数÷全児 
童・生徒数（小・中学校） 
×1000 

H18.5 11.8 人 → 
減少 

させる 

コンピュータで指導できる教 
員の割合 

コンピューターで指導で 
きる教員数÷全教員数× 
100 

H19.3 67％ → 100％ 

※ 不登校児童・生徒：連続又は断続して 30 日以上欠席した児童・生徒（病気又は経済的理由に 

よる欠席を除く）。



169 

⑤ 学校安全教育の充実 

① 教育環境の整備 

② 教育内容・方法の充実 

③ 学校給食の充実 

●施策内容 
保護者や地域住民に開かれ、信頼される 

学校づくりを推進するため、学校評価や情 
報公開などを行うとともに、学校施設の整 
備充実、地域開放を図ります。 

●主な取り組み 
・学校評価、情報公開の推進 
・学校施設の整備・充実 
・高等教育機関と連携した学習機会の増進 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
変化の激しい社会に対応するため、確か 

な学力と豊かな心、 たくましい体を育成し、 
生きる力を育むことを目指します。 

●主な取り組み 
・山陽小野田方式「生活改善・学力向上プ 

ロジェクト」の推進 
・教育力の向上 
・学習指導方法の工夫、改善 
・情報教育の推進 
・生徒指導の充実・徹底 
・進路指導の充実 

●施策内容 
子どもたちの健全な食習慣の形成を図る 

ため、栄養教諭を中心にして、学校給食を 
有効に活用し、学校教育の中で食に関する 
指導を体系的・継続的に行います。 

●主な取り組み 
・学校給食施設・設備の改善・充実 
・給食内容の充実 
・学校給食を活用した食育の推進 

④ 学校保健・体育の充実 

③ 学校給食の充実 

② 教育内容・方法の充実 (２) 義務教育の充実 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり 

① 教育環境の整備 

⑥ 特別支援教育の推進
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⑤ 学校安全教育の充実 

⑥ 特別支援教育の推進 

●施策内容 
児童生徒が、交通事故、災害、犯罪被害等 

の危険から身を守る能力を養うため、関係機 
関と連携を図り、子どもの発達段階に応じた 
安全教育を行います。 

●主な取り組み 
・交通安全教育の充実 
・防災・防犯教育の充実 
・地域と連携した子どもの安全環境づくり 

の推進 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
障がい児のニーズに応じた適切な指導及 

び必要な支援を行う 「特別支援教育」 により、 
その能力や可能性を最大限に伸ばし、社会的 
自立を促進します。 

●主な取り組み 
・特別支援教育の推進 
・就学支援の充実 
・交流教育の充実 

④ 学校保健・体育の充実 

●施策内容 
児童生徒が生涯にわたる心身の健康の保 

持増進を図るため、健康教育、健康管理など 
を推進します。 また、 体力の向上を図るため、 
学校体育や部活動の振興を図ります。 

●主な取り組み 
・保健教育の充実 
・健康管理の徹底 
・児童生徒の体力向上の推進 
・学校環境衛生の充実 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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【現 状】 

本市には、県立高等学校３校と私立高等学校１校があり、それぞれに特色のある学校づくりが進め 

られています。 

山口東京理科大学は、昭和 62 年（1987 年）に短期大学として開校し、その後、平成 7 年（1995 年） 

に４年制に改組転換され、時代をリードする人材の養成、科学技術をもって地方の活性化と教育の充 

実を図っています。 

【課 題】 

社会が高度化、多様化する中で、高等学校については、社会の変化に対応した魅力ある学校づくり 

を進めていくことが重要です。 

また、高等教育機関については、個性輝く活力ある地域社会を形成するために、その持てる多くの 

資源を活用することが求められています。 

名 称 学科・コース 

小野田高等学校 普通科、（定時制）普通科 

小野田工業高等学校 機械科・情報科学科・化学工業科、（定時制）機械科 県立 

厚狭高等学校 普通科・服飾文化科・食物文化科、（定時制）商業科 
高校 

私立 サビエル高等学校 普通科 

大学 私立 山口東京理科大学 
電子・情報工学科、物質・環境工学科 

（大学院）基礎工学研究科 

14 意欲のある人づくり 

教育ニーズの多様化に対応した魅力ある高等学校づくりを促進します。また、地域における生涯学 

習の充実や産業の活性化に向け、高等教育機関との連携・活用を促進します。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(３) 高等学校・高等教育機関との連携・活用 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

生涯学習、 企業の研究活動等に 
おける大学の利活用に対する 
市民満足度 

市民アンケート調査 H18.1 44％ → 増やす
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① 高等学校との連携 

●施策内容 
教育ニーズの多様化への対応に努めると 

ともに、地域社会との交流機会の増加など、 
魅力ある高等学校づくりを促進します。 

●主な取り組み 
・地域社会との交流の促進 

施 施策 策展 展開 開 

① 高等学校との連携 (１) 高等教育機関との 

連携・活用 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり 

② 高等教育機関との連携・活用 

② 高等教育機関との連携・活用 

●施策内容 
高等教育機関と地域や企業との連携を促 

進し、地域の生涯学習を充実するとともに、 
新たな産業の創出を支援する取り組みを進 
めます。 

●主な取り組み 
・地域と大学が連携した生涯学習の支援 
・企業と大学が連携した新産業創出の支 

援 
・大学と連携した開放講座、市民大学の 

充実
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【現 状】 

本市の社会教育施設としての公民館は、それぞれが地域住民による生涯学習活動、地域コミュニテ 

ィ活動、地域福祉活動の地域拠点施設として活用されています。 

また、図書館は、生涯学習を進める上での読書センター、情報センターとして重要な役割を果たし 

ています。その他にも、きらら交流館や青年の家などの社会教育施設があります。 

【課 題】 

老朽化した社会教育施設については、機能維持を図るために施設の補修・改修が必要です。 

また、市民の学習ニーズの多様化・高度化に対応するため、施設・設備の機能充実を図るとともに、 

社会教育に関係する機関・団体間の連携による学習環境の充実が求められています。 

さらに、家庭や地域社会で生じている社会的な課題に対する意識の高揚や社会参加につながるよう、 

学習機会の充実を図る必要があります。 

15 家庭や地域社会の教育力の向上 

誰もが生涯のあらゆる時期において学習機会を選択して学ぶことができる生涯学習の推進体制の 

充実を図り、 市民の学習成果を地域社会での様々な活動に活かせるシステムの構築を図ります。 また、 

市民の学習ニーズに対応できるよう、社会教育施設の整備・充実を図ります。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(１) 社会教育の充実 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

図書館や公民館等の生涯学習 
施設の充実に対する市民満足 
度 

市民アンケート調査 H18.1 63％ → 増やす 

生涯学習機会・活動機会の提供 
に対する市民満足度 

市民アンケート調査 H18.1 54％ → 増やす
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④ 学校教育と社会教育の連携 

① 推進体制の充実 

② 社会教育施設の充実 

③ 社会教育活動の充実 

④ 学校教育と社会教育の連携 

●施策内容 
市民が多様な学習機会の中から適切に選 

択できるよう、様々な領域の学習機会を継続 
的・体系的に提供する生涯学習の推進体制の 
充実を図ります。 

●主な取り組み 
・生涯学習推進プランに基づく施策の推進 
・生涯学習推進協議会との連携強化 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
社会教育施設の整備・充実を図るととも 

に、施設間の情報ネットワークの形成を図 
り、学習情報の提供体制、相談体制の充実を 
図ります。 

●主な取り組み 
・公民館等の施設の充実 
・施設間ネットワークの整備 
・学習情報の提供体制、相談体制の充実 

●施策内容 
市民の多様な学習成果を地域社会での 

様々な活動に活かせるシステムを整備し、家 
庭や地域社会で生じている社会的な課題を 
解決する取り組みを進めます。 

●主な取り組み 
・社会参加型学習機会の整備・充実 
・社会教育関係団体等の育成・支援 

●施策内容 
学校教育と社会教育の連携・強化を図り、 

子どもたちに対して生活体験や自然体験、職 
場体験などの体験活動の充実を図ります。 

●主な取り組み 
・学校教育と社会教育の連携 
・社会教育施設の活用による体験学習の充 

実 

③ 社会教育活動の充実 

② 社会教育施設の充実 

① 推進体制の充実 (１) 社会教育の充実 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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【現 状】 

急激な社会経済環境の変化に伴い、少年犯罪の低年齢化や粗暴化とともに、引きこもりやニートな 

どの問題をはじめ、インターネットや携帯電話が絡んだ犯罪の増加など青少年を取り巻く環境が変化 

しています。これは、少子化・核家族化が進み、親子の対話やふれあいの減少、地域社会への帰属意 

識の希薄化など、家庭が本来持っていた子供の情操や社会性を育む機能が低下したことや地域の教育 

力が低下したことに関係があるとみられています。 

本市では、青少年育成センターや青少年関係団体等の活動をベースに、団体相互のネットワーク化 

を図り、青少年健全育成の体制づくりを進めています。 

【課 題】 

より多くの市民が子どもや若者の生活や意識に関心を持ち、家庭・学校・地域をはじめ様々な人や 

機関が一層力を合わせて、青少年の健やかな育成を支援していくことが求められています。 

15 家庭や地域社会の教育力の向上 

青少年の健全育成を図るため、家庭・学校・地域が連携して、青少年の規範意識や自立心の醸成を 

図るとともに、ボランティア活動、地域活動等への社会参加を促進します。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(２) 青少年の健全育成 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

家庭教育学級数 

子どもを健全に育てるた 
めに家庭で行う教育のあ 
り方を、計画的、集団的に 
学習する場の数 

H19.3 ５箇所 → 11 箇所
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① 家庭教育の充実 

② 青少年活動の充実 

③ 青少年相談と非行防止活動の推進 

●施策内容 
人間形成における家庭の果たす役割を重 

視し、家庭教育に関する学習機会の充実を図 
るとともに、家族ぐるみで参加できる行事の 
開催と参加促進に努めます。 

●主な取り組み 
・家庭教育に関する学習機会の充実 
・子育てサークルの養成 
・父親の子育てへの参加の促進 
・家庭教育相談体制の整備 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
家庭・学校・地域が連携して、青少年の規 

範意識や自立心の醸成を図るとともに、ボラ 
ンティア活動、地域活動等への社会参加を促 
進します。 

●主な取り組み 
・青少年育成団体の活動促進 
・青少年の社会参加活動の促進 
・青少年育成指導者の養成 

●施策内容 
不登校、いじめ等の課題について、青少年 

相談体制の充実を図るとともに、地域と一体 
となって非行を助長する有害環境の浄化や 
非行防止活動を推進します。 

●主な取り組み 
・青少年相談体制の充実 
・環境浄化活動や非行防止活動の推進 

③ 青少年相談と非行防止活動の推進 

② 青少年活動の充実 

① 家庭教育の充実 (２) 青少年の健全育成 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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【現 状】 

市内には、先人たちの生活の証である有形・無形の文化財が数多く残されています。こうした文化 

遺産は、長い歴史の中で生まれ育ち、今日の世代まで守り伝えられてきた貴重な財産であり、本市の 

歴史や伝統、文化などを正しく理解するうえで極めて重要なものです。 

【課 題】 

文化財については、新たな視点をもって価値を見つめながら、その保存継承に努める必要がありま 

す。さらに、市民の学習ニーズに応えるためにも、文化財をはじめとする地域の歴史・文化を学ぶ環 

境づくりが重要です。 

指定文化財等の状況（平成 18 年 4 月現在） 

周防灘干拓遺跡高泊開作浜五挺唐樋 高泊御開作新田記 
国指定 

旧小野田セメント製造株式会社堅窯 仁保の上古墳 

国登録 小野田セメント山手倶楽部 塚の川古墳 

松嶽山正法寺銅鐘 岩崎寺観音堂鰐口 

小野田セメント徳利窯 塩浜石炭焚滓堆積地 

長光寺山古墳出土品 法蓮寺梵鐘 

岩崎寺仏像 ７軀 松山窯跡出土品 

松嶽山正法寺仏像 １軀 石字経王塔 

物見山経塚出土品 糸根の松原 

長光寺山古墳 平松１号古墳 

妙徳寺山１号経塚出土品 小野田の皿山用具・製品 

県指定 

妙徳寺山古墳出土品 仁保の上道乾屋敷跡 

長光寺山経塚・同出土品 旦の登り窯 

松嶽山正法寺古文書 千林尼の大休・指月石畳道 

厚狭毛利家墓所・墓碑 旧本山炭鉱斜坑坑口 
市指定 

円応寺薬師堂仏像 ３軀 

市指定 

古式行事 

16 多彩な芸術文化とスポーツの振興 

文化財を愛護する市民意識の醸成を図るとともに、市民誰もが「ふるさと山陽小野田」に愛着を持 

ち誇りを感じるまちをつくるため、文化財の保護・継承に努め、文化財を生かしたまちづくりに取り 

組みます。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(１) 文化財の保護・継承 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

産業遺産・文化財や伝統文化・ 
芸能の保護と継承に対する市 
民満足度 

市民アンケート調査 H18.1 51％ → 増やす
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① 文化財の保護・継承 

② 文化財の活用 

●施策内容 
市民の文化財愛護意識の醸成を図り、文化 

財の保存・展示、調査研究を行うとともに、 
伝統芸能や伝統行事の継承を図ります。 

●主な取り組み 
・文化財保護意識の啓発 
・文化財の指定・保存 
・文化財の調査・研究 
・伝統文化の継承 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
市民が郷土の歴史・文化に触れる場として 

文化財や重要遺跡を核とする地域の一体的 
な整備・活用を図ります。 

●主な取り組み 
・文化財の整備・活用 
・ 「皿山の里」整備の検討 

② 文化財の活用 

① 文化財の保護・継承 (１) 文化財の保護・継承 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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【現 状】 

本市には、文化会館をはじめ、市民館やきららガラス未来館などの文化施設があります。これらの 

施設では、市民の文化活動の振興や豊かな感性の養成、新たな文化の創意を目的として、多様な事業 

の企画運営に努めています。 

【課 題】 

市民の幅広い活動を一層支援するとともに、質の高い芸術文化に接する機会の提供や環境の整備な 

ど、様々な角度から文化振興を促進する必要があります。 

文化施設の利用状況（平成 17 年度） 

施 設 名 利用者数 

文化会館 35,362 人 

市民館文化ホール 90,085 人 

きららガラス未来館 7,500 人 

16 多彩な芸術文化とスポーツの振興 

地域の特色ある文化・芸術活動を支援するとともに、質の高い芸術文化に接する機会の提供や環境 

の整備を進めます。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(２) 芸術文化の振興 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

文化施設の整備に対する市民 

満足度 
市民アンケート調査 H18.1 49％ → 増やす 

芸術文化活動の振興に関する 

市民満足度 
市民アンケート調査 H18.1 47％ → 増やす
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① 芸術文化を育む環境づくり 

② 芸術文化活動の推進 

●施策内容 
芸術文化の基盤づくりを推進するため、企 

業文化施設の地域開放を含めて文化施設等 
の整備を促進し、活動の場を拡充するととも 
に、鑑賞機会の充実に努めます。 

●主な取り組み 
・芸術文化施設の整備・充実 
・芸術文化施設の利用促進 
・芸術文化の鑑賞機会の充実 
・民間と連携した文化活動の場づくり 
・市民ギャラリー設置の検討 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
市民の自発的な芸術文化活動の活性化を 

図るため、文化情報の提供、文化団体への支 
援、芸術文化に顕著な功績のあった個人・団 
体等の顕彰を図ります。 

●主な取り組み 
・文化振興ビジョンの策定 
・文化情報の提供 
・文化団体の育成・支援 
・芸術文化活動の顕彰 
・現代ガラス展の開催 

② 芸術文化活動の推進 

① 芸術文化を育む環境づくり (２) 芸術文化の振興 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり
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【現 状】 

スポーツや健康づくりへの関心は年々高まり、年齢や性別に関わらず、様々な活動を展開していま 

す。生涯にわたる健康づくり、世代間交流、地域交流、青少年育成への貢献などスポーツ・レクリエ 

ーション活動への期待はますます高まりつつあります。 

【課 題】 

子どもから高齢者まで継続的な健康づくりを実現していけるよう、身近なスポーツ・レクリエーシ 

ョン活動の場の確保、市民の適切なスポーツ・健康づくり活動に資する指導体制づくり、市民が主体 

的・継続的にスポーツ活動を推進するための体制づくりが求められます。 

また、県立おのだサッカー交流公園を拠点として、サッカーを基本としたスポーツによるまちづく 

りを推進するとともに、施設の活用を図る必要があります。 

スポーツ施設の利用状況（平成 17 年度） 

施設名 利用者数 施設名 利用者数 

野球場 4,306 人 柔剣道場 8,732 人 

厚狭球場 9,246 人 
武道館 

弓道場 2,310 人 

県立サッカー場 平成 18 年 7 月開設 アーチェリー場 1,396 人 

サッカー場 10,570 人 市民館体育ホール 43,304 人 

市民プール 14,962 人 運動広場 4 箇所 52,717 人 

市民体育館 37,066 人 テニス場 5 箇所 25,662 人 

16 多彩な芸術文化とスポーツの振興 

心身が健やかで活力のある社会を築くため、生涯、スポーツに親しむことができる環境の整備に努 

めます。また、市民の自主的なスポーツ活動を促進するため、相談・支援、情報提供の充実、指導者 

の養成・確保、スポーツクラブの育成などを図ります。 

基 本 方 針 

目 目標 標指 指標 標 

(３) スポーツ・レクリエーションの振興 

現 状 と 課 題 

現状値 
指 標 説 明 

基準年 数 値 
目標値 
(Ｈ29 年度) 

スポーツ施設の整備に対する 
市民満足度 

市民アンケート調査 H18.1 49％ → 増やす 

スポーツの振興・普及に対する 
市民満足度 

市民アンケート調査 H18.1 53％ → 増やす
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① スポーツ・レクリエーション施設の充実 

② スポーツ・レクリエーション活動の推進 

③ スポーツによるまちづくりの推進 

●施策内容 
体育施設の整備・充実を進めるとともに、 

学校体育施設や民間体育施設の地域開放を 
促進するなど、生涯、スポーツに親しむこと 
ができる環境の整備を図ります。 

●主な取り組み 
・体育施設の整備・充実 
・学校体育施設の開放 
・民間体育施設活用の促進 

施 施策 策展 展開 開 

●施策内容 
市民の自主的なスポーツ活動を促進する 

ため、相談・支援、情報提供の充実、指導者 
の養成・確保、スポーツクラブの育成などを 
図ります。 

●主な取り組み 
・相談・支援、情報提供の充実 
・団体の育成・支援、指導者の養成 
・スポーツクラブの育成 
・青少年スポーツ育成体制の充実 
・市民のスポーツとのふれあいの場づくり 

の推進 

●施策内容 
県立おのだサッカー交流公園を中心とし 

て、魅力あるスポーツ大会の開催等多彩なス 
ポーツ交流を促進し、スポーツによるまちづ 
くりを推進します。 

●主な取り組み 
・サッカーを中心としたスポーツによるま 

ちづくりの推進 
・魅力あるスポーツ大会の開催などによる 

交流の促進 

③ スポーツによるまちづくりの推進 

② スポーツ・レクリエーション活動の推進 

① スポーツ・レクリエーション施設の充実 (３) スポーツ・レクリエ 

ーションの振興 

施 策 体 系 

第５章 人が輝く心豊かなまちづくり


